
重要なお知らせ 

 

 

 日頃からHOTコードマスターをご利用いただきありがとうございます。 

 さて平成 24年 6月 29日厚生労働省課長通知（「医療用医薬品へのバーコード

表示の実施要項」の一部改正）により、平成 27年 7月以降製薬企業出荷製品に

は JANコードの併記が認められなくなります。 

それに伴いまして、本財団が提供いたしておりますHOTコードマスターの取り

扱いを、当分の間、以下のとおりといたしますので、ご理解をお願いいたします。 

 

  

記 

 

1. 従来の HOTコードマスター（JANコード+併記しないものついては、JAN

コード欄は空欄） 

       従来のダウンロードマスターと同じ（省略） 

 

 

2. 平成 27年 7月以降出荷分で JANコードを併記しないものについては、HOT

コード及び販売包装単位コードのマスター 

 

 


